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て,税務署に備え付けられていた課税台帳としての土地台帳及び家屋台

帳の制度があり,登記制度はもっぱら権利関係を公示するものとして存

在し,登記制度と台帳制度の二元的な制度が採られていた (こ の改正前

の登記制度においては,所有権の保存の登記を申請するときは台帳謄本

の提出を求めて,所有権の保存の登記の際に表題部に所有権の目的たる

不動産の表示に関する事項を記載することとされていたが, この場合の

表示に関する登記は所有権に関する登記の一部と観念され,独立の登記

第一章

表示に関する登記とは何か


